
ブリヂストングループの皆さまへ

簡易告知制度で
お申込み可能

ブリヂストングループにお勤めの方とそのご家族※の方は

裏面の医療保険に簡易告知でお申込みいただけます。

＊お申込み時の告知が全て「いいえ」の場合でも、三井住友海上あいおい生命の過去のお申込み（または同時申込みした他の保険
商品）の引受内容により、お引受けができない場合があります。

＊責任開始期前に生じた病気やケガにより、入院・手術等をされた場合、入院給付金・手術給付金等はお支払いできません。
ただし、以下のときは責任開始期以後に発生した原因によるものとみなし、入院給付金・手術給付金等をお支払いします。
・責任開始期前に、被保険者さまが原因となった病気やケガについて医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常
の指摘を受けたことがないとき。ただし、その原因となった病気やケガによる症状について、ご契約者、または、被保険者さまが認識また
は自覚していた場合を除きます。

質問１ 申込日現在、病気やけがで入院中、または入院か手術をすすめられていますか。 いいえ

質問２ 申込日より過去1年以内に、病気で継続して10日以上の入院をしたことがありますか。 いいえ

質問３ 申込日現在、妊娠してますか。（女性のみ） いいえ

主契約、先進医療特約（無解約返戻金型）、通院給付特約（無解約返戻金型）（18）をご希望の場合は
質問１、２、３がすべて「いいえ」ならお申込みいただけます。
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簡単な3つの告知(男性は2つ)で医療保険に

お申込みができます！！

※上記以外の特約をご希望の場合は追加で告知が必要です。

●ご相談･お申込み先
ブリヂストンビジネスサービス株式会社
〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目1番1号
TEL：03-6836-3563 FAX：03-6836-3569

●引受保険会社

※簡易告知でお申込みできるご家族（被保険者）：上記企業にお勤めの方の配偶者・子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

東京企業第一営業部 営業第一課

〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-11-1      
TEL:03-3259-3306
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お名前

フリガナ
生年
月日

S・H 年 月 日 性別 男 ・ 女
様

勤務先 所属
社員
番号

ご住所
〒

連絡先 （ ）

ご連絡の
希望時間 □ いつでもよい □ 月 日 時頃

○個人情報の取扱いについて
お客さま情報は各種保険商品やサービスのご案内・ご提供のために利用することがあります。このため上記の情報を三井住友海上あいおい生命保険(株)に
提供することがあります。

〇 契約をご検討の方は下記をご記入いただき、「ご相談･お申込み先」までご連絡ください。

病気やケガによる⼊院・⼿術等を⼀生涯保障
日帰り⼊院から⼊院10日目まで⼀律10日分3万円 入院11日目以降1日につき3,000円をお受け取り
いただけます。※1
八大疾病による⼊院の場合、疾病入院給付金が1回の入院・通算とも支払限度日数無制限※2 

先進医療を受けられたときもしっかり保障
約款所定の先進医療を受けられたとき、技術料と約款所定の交通費・宿泊費をお受け取りいただけます。

（保険期間通算2,000万円限度） ※3 

主契約

先進医療特約(無解約返戻金型)

退院後の通院にしっかり備える
病気･ケガを問わず､退院後の約款所定の通院治療を保障します｡ ※４ 通院給付特約(無解約返戻金型)(18)

主契約 ■入院給付金日額: 3,000円 ■支払限度の型: 30日型 ■八大疾病入院無制限給付特則 ■初期入院10日給付特則

■手術給付金の型：手術Ⅰ型 入院中の手術 1回につき 3万円 外来での手術 1回につき 1.5万円
先進医療特約(無解約返戻金型)

通院給付特約(無解約返戻金型)(18)

【基本プラン】

ご契約年齢 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 50歳 55歳

男 性 1,729 1,786 1,837 1,894 1,960 2,017 2,377 2,818

女 性 1,576 1,603 1,636 1,675 1,714 1,759 1,993 2,302

新医療保険Ａプレミア 保険料表 月払・口座振替扱・クレジットカード扱
【基本プラン】 主契約および先進医療特約(無解約返戻金型)、通院給付特約(無解約返戻金型)(18)

※上記保険料は特約保険料を含んでいます。

※1 日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無により判断します。
※2 八大疾病とは、ガン、心疾患、脳血管疾患、高血圧性疾患・大動脈瘤等、糖尿病、肝疾患、腎疾患、膵疾患をいいます。
※3 宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。

先進医療の保障は、医療技術、医療機関および適応症等によってはお支払対象とならないことがありますのでご注意ください。
※4 主契約の入院給付金が支払われる入院をされ､その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(支払対象期間)中に､入院の原因となった

病気やケガの治療を目的として通院されたとき､通院給付金をお支払いします｡
通院には往診･訪問診療等､医師が治療のために被保険者の居宅等を訪問したときを含みます｡
美容上の処置による通院､異常分娩以外の分娩による通院､治療を主たる目的としない診断のための検査による通院､治療処置を伴わない薬剤・治療材料
の購入･受取りのみの通院等は通院給付金のお支払対象外です｡
通院給付金のお支払いは､1回の入院につき30日､保険期間を通じて1,095日を限度とします｡

(単位：円)

＊保険料払込期間中に解約された場合には、解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、
すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(入院給付金日額の10倍)をお受け取りいただけます。特約には解約返戻金はありません。

＊生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり（抜粋）」または「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

新医療保険Ａプレミア(払込期間中無解約返戻金型）保険期間・保険料払込期間: 終身

「新医療保険Ａプレミア」は「低・無解約返戻金選択型医療保険(18) 無配当」の販売名称です。
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